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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　音響波を複数の位置で受信することにより生成された、前記複数の位置に対応する時系
列の信号としての複数の受信信号を取得する処理と、
　同時刻に得られた前記複数の受信信号のうち、閾値を超える振幅を持つ受信信号を除く
受信信号から代表値信号を生成する処理と、
　前記同時刻に得られた複数の受信信号の各々から前記代表値信号を減算して複数の減算
後信号を生成する処理と、
　前記複数の減算後信号を用いて画像データを生成する処理と、を有すること
を特徴とする信号処理方法。
【請求項２】
　前記閾値は、前記受信信号が取りうる最大振幅に対して、１％以上かつ１０％以下であ
ることを特徴とする請求項１に記載の信号処理方法。
【請求項３】
　前記代表値信号は、前記閾値を超える振幅を持つ受信信号を除く受信信号を平均化した
信号であることを特徴とする請求項１または２に記載の信号処理方法。
【請求項４】
　前記代表値信号は、前記閾値を超える振幅を持つ受信信号を除く受信信号の中央値また
は最頻値の信号であることを特徴とする請求項１または２に記載の信号処理方法。
【請求項５】
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　前記複数の位置は、アーク上あるいは、半球上の複数の位置であることを特徴とする請
求項１乃至４のいずれかに記載の信号処理方法。
【請求項６】
　前記音響波は、光が被検体に照射されることで発生した音響波であることを特徴とする
請求項１乃至５のいずれかに記載の信号処理方法。
【請求項７】
　前記音響波は、被検体に超音波を照射し、前記被検体の内部で反射された音響波である
ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載の信号処理方法。
【請求項８】
　音響波を複数の位置で受信することにより生成された、前記複数の位置に対応する時系
列の信号としての複数の受信信号を処理する信号処理装置であって、
　同時刻に得られた前記複数の受信信号のうち、閾値を超える振幅を持つ受信信号を除く
受信信号から代表値信号を生成し、
　前記同時刻に得られた複数の受信信号の各々から前記代表値信号を減算して減算後信号
を生成し、
　前記複数の減算後信号から画像データを生成する
ことを特徴とする信号処理装置。
【請求項９】
　前記閾値は、前記受信信号が取りうる最大振幅に対して、１％以上かつ１０％以下であ
ることを特徴とする請求項８に記載の信号処理装置。
【請求項１０】
　前記代表値信号は、前記閾値を超える振幅を持つ受信信号を除く受信信号を平均化した
信号であることを特徴とする請求項８または９に記載の信号処理装置。
【請求項１１】
　前記代表値信号は、前記閾値を超える振幅を持つ受信信号を除く受信信号の中央値また
は最頻値の信号であることを特徴とする請求項８または９に記載の信号処理装置。
【請求項１２】
　請求項８乃至１１のいずれかに記載の信号処理装置と、
　前記音響波を受信することにより前記複数の受信信号を出力する、アーク状あるいは、
半球状に配置された複数の受信素子と、
を有することを特徴とする音響波処理装置。
【請求項１３】
　光を被検体に照射する光照射部をさらに備え、
　前記複数の受信素子は、被検体に前記光を照射することで発生した音響波を受信するこ
とを特徴とする請求項１２に記載の音響波処理装置。
【請求項１４】
　前記複数の受信素子は、被検体に超音波を照射し、前記被検体の内部で反射された音響
波を受信することを特徴とする請求項１２に記載の音響波処理装置。
【請求項１５】
　前記画像データに基づく画像を表示部に表示させることを特徴とする請求項８乃至１１
のいずれかに記載の信号処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、音響波処理方法および音響波処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光イメージング技術の一つとして、ＰｈｏｔｏＡｃｏｕｓｔｉｃ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈ
ｙ（ＰＡＴ；光音響波トモグラフィー）が知られている。光音響波トモグラフィーは、パ
ルス光を被検体に照射することで被検査物の内部で発生した音響波を検出し、それらの信
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号を解析処理することによって、被検体内部の光学特性値に関連した情報を可視化する技
術である。
【０００３】
　ＰＡＴ装置を生体の測定に利用して、腫瘍を形成する比較的細い血管の画像化が試みら
れている。しかし、これらの細い血管から発生する音響波、ひいては検出素子によって得
られる受信信号は比較的微弱なものであるため、ノイズやアーティファクトを適切に除去
しなければ所望の画質の画像を得られない場合がある。アーティファクトとは、実際には
存在しないのに、あたかもそこに何かが存在するように現れてしまう像である。
【０００４】
　アーティファクトを除去する一つの技術が特許文献１に開示されている。これは、界面
音響波による過渡応答に起因するアーティファクトの除去を目的としたものである。同時
刻における複数の受信信号を加算し、さらに、加算して得られた信号を、複数の受信信号
のうちの最大振幅を基準として規格化したのち、受信信号から減算をしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－００４１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１は、過渡応答によって発生する大きな信号によるアーティフ
ァクトの除去を目的としているが、同相ノイズについては考慮されていない。同相ノイズ
は、一般的には、界面音響波による過渡応答に対して十分に小さい振幅の信号である。
【０００７】
　本発明の目的は、複数の受信信号に共通して重畳された同相ノイズを低減することで、
再構成して得られた画像の画質を向上させることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成する本発明の一の側面である信号処理方法は、音響波を複数の位置で受
信することにより生成された、前記複数の位置に対応する時系列の信号としての複数の受
信信号を取得する処理と、同時刻に得られた前記複数の受信信号のうち、閾値を超える振
幅を持つ受信信号を除く受信信号から代表値信号を生成する処理と、前記同時刻に得られ
た複数の受信信号の各々から前記代表値信号を減算して複数の減算後信号を生成する処理
と、前記複数の減算後信号を用いて画像データを生成する処理と、を有することを特徴と
する。
【０００９】
　上記目的を達成する本発明の一の側面である信号処理装置は、音響波を複数の位置で受
信することにより生成された、前記複数の位置に対応する時系列の信号としての複数の受
信信号を処理する信号処理装置であって、同時刻に得られた前記複数の受信信号のうち、
閾値を超える振幅を持つ受信信号を除く受信信号から代表値信号を生成し、前記同時刻に
得られた複数の受信信号の各々から前記代表値信号を減算して減算後信号を生成し、前記
複数の減算後信号から画像データを生成することを特徴とする。
【００１０】
　上記目的を達成する本発明のさらに別の一の側面である音響波処理装置は、時系列の信
号として受信した音響波に基づく複数の受信信号を生成する複数の受信素子と、前記音響
波を受信しないように構成されるとともに、参照信号を生成する参照用受信素子と、信号
処理部と、を有し、前記信号処理部は、前記参照信号が得られた時刻と同時刻に得られた
複数の受信信号の各々から前記参照信号を減算して減算後信号を生成し、前記減算後信号
から画像データを生成することを特徴とする。
【発明の効果】
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【００１３】
　同相ノイズが低減された画像を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施形態に係る音響波処理装置の構成例を示す図である。
【図２】本発明の実施形態に係る信号処理の流れを示すフローチャートである。
【図３】本発明の実施形態に係る受信信号の例を示す図である。
【図４】本発明の実施形態に係る信号処理の有無による画像の比較を示す図である。
【図５】本発明の実施形態に係る受信素子の配置を示す図である。
【図６】本発明の実施形態に係るノイズの様子を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　［実施形態１］
　複数の受信素子が円弧状に配列されたアーク型の探触子を備えた音響波処理装置を例に
とって、本発明の第一の実施形態を説明する。本実施形態に係る音響波処理装置は、パル
ス光を被検体に照射することで被検体の内部で発生した音響波（典型的には超音波）を受
信する、光音響波処理装置である。
【００１６】
　（システム構成）
　図１は、本実施形態に係る音響波処理装置の構成例を示す図である。この音響波処理装
置は、光照射部１０１、探触子１０２、ステージ１０３、光制御部１０５、受信信号処理
部１０６、ステージ制御部１０７、装置制御部１０８を含んで構成されている。本実施形
態において用いる座標系は、探触子１０２の円弧の中心を基準とし、ステージ１０３は、
ｙ軸を中心にｘ－ｚ平面内で回転するものとする。また、光照射部１０１は、座標の原点
に向けて、ｘ軸に沿って光を照射する。
【００１７】
　被検体１１０は、ステージ１０３によってｙ軸を中心に回転可能になっている。被検体
１１０は、ステージ１０３から吊り下げて保持されるようにしてもよい。被検体１１０を
ステージ１０３によって回転させながら、光照射部からの光を照射することで、被検体１
１０の全方位からの信号を取得することができる。なお、被検体１１０と探触子１０２は
、水槽１０４の中に配置されている。また、水槽１０４には水が満たされているため、発
生した音響波を効率よく伝達できる。水槽１０４に満たされるものは水に限らず、被検体
から発生した音響波を探触子１０２が持つ受信素子に伝達させることができる物質であれ
ば特に制約はない。
【００１８】
　次に、音響波処理装置を構成する各要素についてさらに詳細に説明する。
【００１９】
　（光照射部、光制御部）
　光照射部１０１は、光制御部１０５によって制御され、被検体１１０に光を照射する装
置である。本実施形態においては、被検体１１０に対して、ｘ軸の正の方向から光を照射
するように構成されている。光照射部１０１は、たとえば光を発生する光源と、発生した
光が被検体１１０に照射されるように光を導く導光部材とを含んでなる。光源は、大出力
を得るためにレーザー光源であることが望ましいが、レーザー光源の代わりに、発光ダイ
オードやフラッシュランプ等の光源を用いることもできる。なお、レーザーを用いる場合
には、固体レーザー、ガスレーザー、色素レーザー、半導体レーザーなど様々なものが使
用できる。その照射のタイミング、波形、強度等は光制御部１０５によって制御される。
また、一方向のみから被検体１１０に照射する必要はないので、複数の方向から照射し、
死角をなくすようにしてもよい。具体的には、光照射部１０１の出射端を複数にしたり、
複数の光照射部１０１を設けてもよい。
【００２０】
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　音響波の一種である光音響波を効果的に発生させるためには、光制御部１０５は、被検
体の熱特性に応じて十分短い時間に光を照射させなければならない。被検体１１０が生体
である場合には、光照射部１０１が発生するパルス光のパルス幅は１０～５０ナノ秒程度
が好適である。また、パルス光の波長は、被検体内部まで光が伝搬する波長であることが
望ましい。具体的には、生体の場合、７００ｎｍ以上１１００ｎｍ以下である。ここでは
、固体レーザーであるチタンサファイアレーザーを用い、波長は８００ｎｍとする。
【００２１】
　（探触子、受信信号処理部）
　被検体１１０の内部にある光の吸収体で発生した音響波は、探触子１０２で受信される
。本実施形態に係る探触子１０２は、座標軸の原点を中心とする円弧上、すなわちアーク
上、に設けられた複数の受信素子を含む、アーク型の超音波探触子である。各受信素子が
受信した音響波は、アナログの電気信号に変換される。このような機能を果たす素子とし
て、ＰＺＴ（圧電セラミックス）、ＣＭＵＴ（容量性マイクロマシン超音波探触子）など
が挙げられる。また、受信素子は、感度が高く、周波数帯域が広いものが望ましい。本実
施形態に係る探触子１０２の円弧の半径は６０ｍｍで、開口は１５０度、受信素子数は６
４であるとする。
【００２２】
　電気信号に変換された信号は、受信信号処理部１０６に伝送され、増幅、Ａ／Ｄ変換等
の処理を経てデジタル信号に変換される。デジタル信号は、装置制御部１０８に送られる
。なお、音響波の受信タイミングは、光照射部１０１による光の照射と同期するように、
装置制御部１０８によって制御される。探触子１０２の受信素子が感度を持つ帯域は、例
えば２－５ＭＨｚである。また、サンプリング周波数は、探触子で検知したい信号の帯域
の最大周波数に対してサンプリング定理を満たせばよい。本例では、５０ＭＨｚで２０４
８サンプリングを行う。サンプリングを行う期間の開始時刻は、パルス光の照射タイミン
グから、光音響波が探触子１０２に到達するまでに要する遅延時間を考慮して設定しても
よい。一方で、パルス光の照射タイミング以降サンプリングを継続的に行い、サンプリン
グされたデータのうち、光音響波に基づくデータのみを抽出するようにしてもよい。さら
にまた、デジタル信号は符号付きの１２ビットとする。すなわち、１ビットが符号であり
、残る１１ビットが受信信号の振幅を表現する。受信信号処理部１０６は、増幅器および
Ａ／Ｄ変換器のほかに、受信信号を一時的に記憶する記憶部を含んでいてもよい。
【００２３】
　（装置制御部）
　信号処理部としての機能も担う装置制御部１０８は、光照射部１０１および探触子１０
２の受信制御などの指令および受信信号に基づく画像の再構成を行う。すなわち、被検体
に係る画像データを生成する。また、装置制御部１０８はユーザインターフェースを備え
ており、操作者からの指示を元に、測定パラメータの変更、測定の開始・終了、画像の処
理方法の選択、被検体情報や画像の保存、データの解析などを行うことができる。また、
再構成によって得られた画像データは、たとえば３次元の断層画像として表示部（不図示
）に表示される。なお、信号処理部は、高速処理を行うために、装置制御部１０８から独
立したＣＰＵと主記憶装置および補助記憶装置を有するコンピュータとして構成されても
よいし、専用に設計されたハードウェアであってもよい。
【００２４】
　（信号処理工程）
　図２に、本実施形態に係る信号処理の流れをフローチャートとして示す。
【００２５】
　工程Ｓ１から、測定を開始する。測定は、被検体１１０をステージ１０３で回転させる
ことで被検体１１０の向きを変えながら光照射を行い、被検体１１０の各角度に対するパ
ルス光の照射によって発生する音響波を測定する。ここでは、ｘ－ｚ平面において被検体
１１０を４度回転させる毎に測定を行い、合計９０回の測定によって、被検体の全周にわ
たって測定するものとする。各角度で得られたデータは、受信信号処理部１０６に順次、
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一時的に保存される。全ての測定位置（ここでは９０回の）測定が終了すると、各角度で
測定したデータを含む２次元配列データを得ることができる。そしてこの２次元配列デー
タを装置制御部１０８に送る。この場合の２次元配列の大きさは９０（測定回数）×６４
（素子数）×２０４８（１測定あたりのサンプル数）＝５７６０×２０４８となる。音響
波は、その振幅（すなわち信号強度）が経時的に変化するので、１測定あたりのサンプル
数は音響波の波形を復元できる程度のサンプリング周期でサンプリングを行い、複数の受
信信号を生成する。
【００２６】
　工程Ｓ２において、装置制御部１０８は、受信信号処理部１０６が一時的に保持してい
た測定データを受け取る。ここで、装置制御部１０８が受け取った測定データの例を図３
に示す。本実施形態における被検体は、希釈した墨汁を封入して作成された、内径１ｍｍ
の円筒状の透明チューブとした。探触子１０２は、アーク型超音波探触子である。ここで
は、４か所の測定角度における測定データだけを可視化している。各データの濃さは、値
の大きさを示している。なお、チューブの周辺は水で満たされており、光を吸収して光音
響波の音源となるものは存在しないものとする。
【００２７】
　図３において、４回の測定のそれぞれについて、矢印２０１で示す方向に６４素子分の
データがある。ここでは、角度の異なる４回の光照射に対応するデータを示している。一
方、矢印２０２で示す方向は、光照射時刻を基準とした経過時間で、５０ＭＨｚのサンプ
リングによる２０４８個のデータが並んでいる。矢印２０１に沿って延びる帯は、ある時
刻において、複数の受信素子に同程度の大きさの入力があったことを意味し、これを同相
ノイズととらえることができる。同相ノイズの振幅は、たとえば符号付き１２ビットデジ
タル信号において＋２０程度である。また、４回の光照射で同相ノイズの発生の強さはそ
れぞれ異なっている。また、同相ノイズは一定の周期で発生するものでもない。なお、こ
の同相ノイズは水を介して入ってきた電気的なノイズであると推定される。たとえば、電
磁波が水を介して伝搬する場合や、水の振動による水圧の変化などが探触子１０２によっ
て検知されることで生じるノイズであると推定される。他にも、複数の受信素子が共通の
基準電源（ＧＮＤ）に接続されている場合には、ＧＮＤに混入するノイズが同相ノイズと
なることも起こりうる。
【００２８】
　工程Ｓ３で、工程Ｓ２で得た５７６０×２０４８個のデータから、１回分の光照射に対
する信号のデータを切り出す。切り出したデータは、１回分の測定によって得られた６４
×２０４８の２次元データ配列である。工程Ｓ３において切り出されたデータは、工程Ｓ
４および工程Ｓ６で利用される。
【００２９】
　図３において、２０３で示した領域に、楔形の模様が見える。これが音響波に基づく受
信信号である。そこで、工程Ｓ４においては、各時刻にサンプリングされたデータのうち
、音響波に基づく受信信号に対応するデジタル信号を特定する処理が行われる。そのため
の具体的な方法として、各デジタル信号と閾値とを比較して、受信信号の大きさが閾値を
超えた場合には、そのデータが閾値を超えたことを装置制御部１０８内のメモリに記憶す
ることが挙げられる。これは、上述した２次元配列データとは別に記憶しても良いし、２
次元配列データの各要素に、閾値に対する大小を示すフラグを付加しても良い。閾値は、
たとえば絶対値として２５程度である。たとえば符号付き１２ビットの信号であれば、実
際は＋２５以上、－２５以下の信号を音響波に基づく受信信号とみなす。信号にオフセッ
トが載っているような場合には、オフセットの値を基準として閾値を設定する。
【００３０】
　工程Ｓ５では、同じ時刻に取得されたデジタル信号のうち、Ｓ４工程にて特定された音
響波に基づく受信信号を除くデジタル信号の代表値となる代表値信号を生成する。ここで
は、ある時刻において６４個の素子から得られたデータのうち、閾値を超えるデータを除
いたデータを平均化することで、その時刻の代表値信号を生成する。これによって、ラン
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ダムノイズがあった場合であったとしても、その影響を小さくすることができる。この処
理を２０４８回の各サンプリングについて実施することで、音響波に基づく受信信号を除
いたデジタル信号の平均値である代表値信号の一次元のデータを得ることができる。なお
、同じ時刻に取得された信号が全て閾値を超える大きさの信号である場合には、同相ノイ
ズをゼロとみなす。また、代表値信号の生成に際しては、６４個の素子から同時刻に得ら
れたデータのうち、閾値を超えたデータを除くすべてのデータを用いる必要はなく、閾値
を超えたデータを除くデータの一部を用いて平均化し、これを代表値信号としても良い。
【００３１】
　工程Ｓ６では、信号から同相ノイズ成分を除去する。これは、工程Ｓ３で説明した６４
×２０４８の２次元配列データから、工程Ｓ５の処理によって得た１×２０４８の一次元
データを素子毎に減算をすることによって実現できる。つまり、各時刻にサンプリングさ
れた６４個のデータのそれぞれから、その時刻に対応する、工程Ｓ５で得た平均値のデー
タを減算する処理を行う。
【００３２】
　工程Ｓ７で、すべての光照射に対する信号を処理したかを判定する。全信号について処
理が完了したと判定された場合には、工程Ｓ８に進む。一方、全信号を処理していない場
合には工程Ｓ３に戻り、次の光照射に対する信号を処理する。全信号を処理し終えると、
同相ノイズが除去された５７６０×２０４８の二次元配列データが得られる。
【００３３】
　工程Ｓ８で、同相ノイズが除去されたデータを用いて再構成、つまり画像データの生成
、を行う。画像再構成の手法としては、フーリエ変換法、ユニバーサルバックプロジェク
ション法やフィルタードバックプロジェクション法などがある。ここで、本実施形態に係
る処理の有無によって、再構成された画像がどのように違うかを、図４を参照しながら説
明する。図４（ａ）は、本実施形態に係る処理を行わない場合の、ｘ－ｙ平面におけるＭ
ＩＰ（Ｍａｘｉｍｕｍ　Ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ　Ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ）像で、図４（ｂ）
は、本実施形態に係る処理を行わない場合の、ｙ－ｚ平面におけるＭＩＰ像である。ある
平面におけるＭＩＰ像とは、その平面に対して直交する方向における最大値の信号を抽出
して構成された画像である。たとえば、ｘ－ｙ平面におけるＭＩＰ像は、３次元画像を構
成するデータのうち、ｚ軸方向の最大値の信号を抽出して構成された画像となる。一方、
図４（ｃ）は、本実施形態に係る処理を行った場合の、ｘ－ｙ平面におけるＭＩＰ像で、
図４（ｄ）は、本実施形態に係る処理を行った場合の、ｙ－ｚ平面におけるＭＩＰ像であ
る。図４（ａ）と（ｂ）は、同相ノイズを除去していないため、チューブの周囲に音源が
ないにもかかわらず、音源があるかのような画像になっており、チューブがノイズに紛れ
ている。一方図４（ｃ）と（ｄ）は、同相ノイズを除去しているため、チューブの周囲が
、より黒に近い暗さになっており、チューブがバックグラウンドから浮き上がっているこ
とがわかる。つまり、バックグラウンドとチューブとの間のコントラストが高くなってい
る。なお、チューブには希釈された墨汁が充填されているにも関わらず、チューブが中空
になっているように観察されるのは、比較的低周波の領域に感度を持たない受信素子を用
いたことによる。
【００３４】
　工程Ｓ９で、一連の処理を終了する。
【００３５】
　上述したように、本実施形態に係る処理によって、同相ノイズが低減された画像を得る
ことができる。
【００３６】
　本実施形態では、ステージ１０３によって被検体１１０を探触子１０２に対して回転さ
せることで、被検体１１０と探触子１０２の相対位置を変えたが、逆に、被検体１１０を
固定した状態で探触子１０２の位置を変えることによって両者の相対位置を変えても良い
。
【００３７】
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　本実施形態では、デジタル信号が符号付きの１２ビットで表現される場合に、閾値をデ
ジタル値で２５と設定する例を説明した。これは、１２ビットのうち１ビットは正負を表
す符号なので、デジタル値の最大値あるいは最小値に対して２５／（２１１）≒１．２％
の範囲にある信号を閾値未満とみなしていることになる。しかし、閾値はこの値に限らず
、想定される受信信号の大きさに基づいて適宜設定されるべき値である。閾値の値を大き
くしすぎると、画像再構成に利用されるべき信号がノイズとして処理されてしまう一方で
、閾値の値を小さくしすぎると、ノイズとして処理されるべき信号が画像再構成に利用さ
れてしまい、得られる画像の画質が低下する。そのため、デジタル値、あるいは受信信号
、の最大振幅に対して１％以上かつ１０％以下に閾値を設定することが好ましい。
【００３８】
　また、同相ノイズを算出するために、工程Ｓ５において、閾値以下の振幅を持つ受信信
号を平均化する場合を説明したが、平均化に限らず、閾値以下の振幅を持つ受信信号の中
から中央値、あるいは最頻値の受信データを同相ノイズとして取り扱っても良い。つまり
、閾値以上の振幅を持つ受信信号を除く複数の受信信号から代表値信号を生成し、受信信
号から代表値信号を減算して得られた減算後信号にから画像の再構成を行うことで、同相
ノイズを低減することができる。ただし、ランダムノイズを低減するという観点から、代
表値信号の生成方法としては、平均化が好ましい。
【００３９】
　本実施形態に係る処理とは異なり、強い音響波に基づく受信信号を除外せずに同時刻の
すべての信号を平均した場合は、後の処理で差分をとるときに、信号のない位置に信号を
生じさせてしまうことになるため、アーティファクトの原因になる。逆に、ノイズでない
小さな信号が混入している場合には、平均化により無視できる。工程Ｓ４の処理により、
強い信号の位置とそうでない位置を記憶したデータを得ることができる。
【００４０】
　［実施形態２］
　本実施形態２は、音響波処理装置として、半球状の容器の内壁に配置された受信素子を
使った、ブレスト用の音響波断層診断装置を例にとって説明する。ここでは、実施形態１
との相違点を中心に説明する。
【００４１】
　本実施形態に係る音響波断層診断装置の一部を図５に示す。図５（ａ）は、音響波断層
装置のうち、被検体を保持する部分の構成を示した断面図である。この断面を、ｘ－ｚ平
面とする。図５（ａ）に示すように、被検体５０６を支持する支持台５００は、被検体５
０６を挿入するための開口を備える。この開口を覆うように半球状の容器５０１が設けら
れており、容器５０１の表面に沿って受信素子５０２が配置されている。言い換えると、
複数の受信素子５０２が半球上に設けられている。半球状の容器５０１と被検体５０６の
間には、被検体５０６と受信素子５０２との間の音響整合を得るための整合層となる溶液
で満たされている。溶液は、典型的には水である。また、被検体５０６と受信素子５０２
との間に、被検体５０６の形状を規制するためのカップを設けても良い。カップの材料は
、光に対して透明で、かつ、音響波の測定の妨げとならないようなものであれば特に制約
はない。なお、カップを用いる場合には、カップと被検体５０６との間に、音響整合用の
マッチング剤が介在しても良い。さらに、半球状の容器５０１には、光照射部５０３から
の光が通過できるように開口が設けられている。これにより、ｚ軸の負の方向から正の方
向に向かって被検体５０６に光を照射できる。
【００４２】
　被検体５０６は、測定対象である被検体の部位、たとえばブレスト、を支持台の開口に
伏臥位にて挿入する。不図示のＸＹステージによって容器５０１をｘ－ｙ平面内で移動さ
せることで、容器５０１の位置を被検体５０６に対して相対的に変えることができる。そ
して、ＸＹステージを走査しながら被検体に光照射部５０３からパルス光を照射し、発生
した音響波を受信素子５０２で検出をする。このようにして得られたデータを再構成する
ことによって３次元の音響波画像を得ることができる。
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【００４３】
　図５（ｂ）は、容器５０１をｚ軸の正の方から見た図である。本実施形態において、１
２８個の受信素子５０２が半球面に沿ってスパイラル状に配置されている。なお、受信素
子５０２の配置は図示したスパイラル状の配置に限られず、同心円状の配置や、他の様々
な配置であってもよい。
【００４４】
　本実施形態においても、信号処理のフローは実施形態１と同様のフローとなる。しかし
、本実施形態は、受信素子５０２がスパイラル状に配置されていること、およびＸＹステ
ージを用いて走査することから、工程Ｓ４およびＳ５における処理が実施形態１とは異な
る。
【００４５】
　ＸＹステージを走査するため、探触子の位置、ステージ位置、受信素子の公団の回路の
配線によって同相ノイズののり方が個々の受信素子によって異なることが考えられる。こ
こでは、説明を簡単にするために、半球状の容器５０１の半球面における受信素子５０２
の位置によってのみ、同相ノイズの影響が異なる場合を例にとって説明する。
【００４６】
　本実施形態においては、同相ノイズを除去するために、注目する受信素子５０４を中心
に、所定の範囲内に存在する受信素子５０２から得られたデジタル信号を参照する。たと
えば、図５（ｂ）において、受信素子５０４を注目する受信素子とした場合、ｘ－ｙ平面
への射影において、受信素子５０４から半径ｒの円５０５の中に存在する受信素子５０２
から得られたデジタル信号を参照する。円５０５内に存在する受信素子５０２から得られ
たデータについて、実施形態１と同様の処理を行う。すなわち、閾値よりも大きな振幅を
持つ受信データを除くデータから代表値信号を算出し、これを、円５０５内の受信素子５
０２から得られる受信信号の同相ノイズとする。こうして得られた同相ノイズを、注目す
る受信素子５０４から得られた受信データから減算することで、同相ノイズが低減された
減算後信号が得られる。同様の処理を、他の受信素子５０２についても行う。これにより
、同相ノイズが低減された音響波画像を得ることができる。
【００４７】
　なお、同相ノイズの取得に際しては、あらかじめ決めた受信素子の個数で平均化しても
よく、例えば、ＸＹ面上で９０度毎の領域に分けて、各領域に存在する全ての受信素子の
うち、閾値を超える信号を除いた受信信号の平均を算出してもよい。これは、電気回路の
構成や配線の構成が９０度毎に分割されている場合や、複数のチャンネルに分かれている
ような場合に有効となる。また、この場合は閾値をそれぞれの領域について個別に設定し
てもよい。
【００４８】
　ところで、図３に示すような、複数の受信素子に対して同時刻に到達する同相のノイズ
とは異なり、図６に示すように、同相ノイズが斜め方向に延びた帯状に見える場合がある
。これは、受信素子の位置によって同相成分の到達時間が異なる場合に生じる。このよう
な場合には、到達時間の差、すなわち受信時刻の差、がなくなるようにデータを補正して
から平均化する。その後、素子毎に到達時間に合わせて同相ノイズを低減する。
【００４９】
　また、同相ノイズであって、その周波数が一定の帯域にある場合には、周波数フィルタ
ー処理によって同相ノイズの成分を抜き出すこともできる。この処理によって、強い信号
であると判断したために同相ノイズをゼロとした位置であっても、周波数の連続性を保つ
ための値が与えられることになる。すなわち、注目する受信素子の周辺の受信素子から得
られたデータから、注目する受信素子に入る同相ノイズを推定できる。
【００５０】
　さらにまた、同相ノイズのみを取得することを目的とした参照用受信素子を配置しても
よい。すなわち、被検体５０６から発せられた音響信号を受信しない向きに参照用受信素
子を配置してもよい。たとえば、受信素子は指向性を持つように、音響波を受信する受信
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は、その受信面が上記同一の方向あるいは同一の領域に向かないように構成する。また、
参照用受信素子は、機械的な部品により、被検体５０６から発せられた音響波が入力され
ることを低減する音響波低減部材を備えるように構成してもよい。参照用受信素子から出
力された参照信号を用いることにより、水を介して電気的に入ってくるような同相ノイズ
を低減できる。
【００５１】
　本実施形態では、半球状の容器５０１の半球面に沿って受信素子５０２を設ける例を説
明したが、受信素子５０２は、実施形態１と同様にアーク状に配列されても良いし、平面
状や１次元状に配列されても良い。
【００５２】
　上述の各実施形態において、同相ノイズを算出するために、閾値以下の振幅を持つ信号
を平均化する場合を説明した。しかし、閾値と等しい受信信号は、平均化処理に供さなく
ても良い。つまり、閾値未満の振幅を持つ受信信号を平均化処理することで、同相ノイズ
を算出しても良い。また、実施形態１と同じく、代表値信号は平均値に限らず、中央値や
最頻値を用いても良い。
【００５３】
　さらにまた、上述の各実施形態は、光音響波の測定を例にとって説明を行ったが、本発
明は光音響波に限られない。たとえば、超音波を被検体に照射し、被検体の内部で反射さ
れた音響波に基づく超音波エコー画像の取得にも適用しうる。この場合には、受信素子を
超音波の発信素子と兼用しても良いし、超音波の発信専用に設けられた発信素子を用いて
も良い。なお、光音響波の測定に加えて、超音波エコーによる音響波の測定をおこなって
も良い。超音波エコー画像を取得する超音波装置では、被検体に照射する超音波を特定の
位置にフォーカスさせることができる一方、光音響波の測定の場合には、被検体内で光を
吸収した不特定の位置から音響波が発生する。そのため、光音響波の測定に基づく画像デ
ータの生成は、超音波エコーに基づく画像データの生成と比較してノイズに弱い傾向にあ
る。したがって、上述の各実施形態に係る技術は、光音響波受信装置において特に顕著な
効果が得られる。この他、本発明の思想を逸脱しない範囲で複数の実施形態の要素を組み
合わせたり改変したりすることができる。
【００５４】
　さらにまた、本発明は、上述の実施形態の１以上の機能を実現するプログラムを、ネッ
トワーク又は記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコン
ピュータにおける１つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可
能である。また、１以上の機能を実現する回路（例えば、ＡＳＩＣ）によっても実現可能
である。
【符号の説明】
【００５５】
　１０２　探触子
　１０６　受信信号処理部
　１１０、５０６　被検体
　５０２、５０４　受信素子
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